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平成１９年３月期   個別中間財務諸表の概要        平成１８年１１月２４日 
 
会  社  名 株式会社 西 京 銀 行                       
本 社 所 在 地 周南市平和通一丁目１０番の２      （ＵＲＬ http://www.saikyobank.co.jp/） 
代  表  者 取締役頭取 渡邊 孝夫 
問  合  せ  先  総合企画部長 金丸 眞明         TEL(0834)31-1211（代表） 
中間決算取締役会開催日 平成１８年１１月２４日  中間配当支払開始日 平成１８年１２月 ８日   

単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000 株） 
 
１．１８年９月中間期の業績（平成１８年４月１日～平成１８年９月３０日） 
(1) 経営成績     （注）記載金額は百万円未満を、比率は小数点２位以下を切り捨てて表示しております。 
 経 常 収 益 経 常 利 益 
 
18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

    百万円     ％ 
  11,683      △23.5  
  15,281    63.5 

     百万円     ％ 
     1,312       △35.3 
   2,029     67.2 

18 年 3 月期 30,556    54.0    △1,839      － 
 

 中間（当期）純利益 1 株当たり中間（当期）純利益 
 
18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

    百万円     ％ 
       613      109.9 
    292    △48.8 

      円     銭 
      6    90 
      3    29 

18 年 3 月期 △2,414    －     △27    19 
（注） ①期中平均株式数 18 年 9 月期 88,786,588 株 17 年 9 月期 88,795,234 株 18 年 3 月期  88,793,318 株 

②会計処理の方法の変更    無 
③経常収益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

(2) 財政状態 
 

総  資  産 純 資 産 自己資本比率 
（注1） 

1株当たり 
純資産 

単体自己資本比率 
（国内基準）（注2） 

 
18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

  百万円 
741,884 
741,159 

    百万円 
  30,220 
  34,803 

      ％ 
4.0 
4.6 

   円   銭 
  340  40 
  391  95 

     ％ 
    9.71 
    8.25 

18 年 3 月期 754,661    31,324 4.1    352  79        9.48 
（注）①期末発行済株式数 18 年 9 月中間期 88,777,973 株 17 年 9 月中間期 88,793,724 株 18 年 3 月期 88,789,741 株 
   ②期末自己株式数  18 年 9 月中間期  67,027 株 17 年 9 月中間期  51,276 株 18 年 3 月期    55,259 株 
（注 1）「自己資本比率」は、（中間期末純資産の部合計－中間期末新株予約権）を中間期末資産の部合計で除して

算出しております。 
（注 2）「単体自己資本比率（国内基準）」は、「銀行法第 14 条の 2 の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件

（平成 5 年大蔵省告示第 55 号）」に基づき算出しております。 
 
２．１９年３月期の業績予想（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日） 
 

経常収益 経常利益 当期純利益 

 
通 期 

      百万円 
   22,800 

      百万円 
    2,700 

      百万円 
    1,500 

（参考） 1 株当たり予想当期純利益（通期）  16 円 89 銭 
 
３．配当状況 
 ・現金配当 1 株当たり配当金（円） 
 第 1 四半期末  中間期末  第 3 四半期末   期末   その他 年間 
18 年 3 月期   －      2.50     －      2.50    －  5.00 
19 年 3 月期（実績）   －      2.50     －       －    － 
19 年 3 月期（予想）   －       －     －      2.50    － 

 
 5.00 

（注）18 年 9 月中間期配当金の内訳  記念配当  －円 －銭、 特別配当  －円 －銭 
 
※ 上記の予想は本資料の発表日現在において、入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在  

における仮定を前提としていますので、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
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１．当期の概況 

 （１）主要勘定 

   預金は、金利優遇商品であるバルーン定期預金やダブル・ファンタジーの取扱いにより

個人層ではほぼ横ばいであったものの、法人預金を中心に減少がみられ、当上期中１５億

円（０．２２％）減少して、６，８８１億円となりました。 

   貸出金は、事業性貸出の需要が未だ回復していないことに加え、市場性の貸出を抑制し

たことにより一般事業法人等向け貸出は総じて減少傾向にあったこと、個人向け貸出にお

いても伸び悩んでいることなどの要因があり、結果、当上期中１１１億円（２．０５％）

減少して、５，２８６億円となりました。 

  有価証券は、当上期中７９億円（５．４７％）減少して、１，３６７億円となりました。 

 （２）損益状況 

   前中間期の「増収・増益」から当中間期は「減収・減益」となりました。 

  （経常収益） 

   経常収益は、前中間期比３５億９８百万円（２３．５４％）減少して、１１６億８３百

万円となりました。 

   主な要因 

・「資金運用収益」は、貸出金利回りはほぼ横ばいであったものの、有価証券等の運用

利回上昇等により、前中間期比６億９１百万円増加しました。 

・「役務取引等収益」は、前中間期比１億６９百万円減少しました。 

・「その他業務収益」は、前中間期比４３億５３百万円減少しました。これは、前中間

期に住宅ローン債権の証券化を実施し、これに伴う譲渡益４０億２０百万円を計上し

たことに対し、当中間期では同様の取引による収益計上がないことによるものです。 

・ 「その他経常収益」は、株式等売却益で２１百万円増加、金銭の信託運用益で２億 

２０百万円増加した結果、前中間期比２億３２百万円の増加となりました。 

  （経常費用） 

     経常費用は、前中間期比２８億８１百万円（２１．７４％）減少して、１０３億７０百

万円となりました。 

     主な要因 

・「資金調達費用」は、預金利回の上昇による預金利息の増加１億４８百万円、借用金

利息の増加４４百万円等がありましたが、金利スワップ支払利息は１億４５百万円減少

したため、結果、前中間期比４０百万円の増加となりました。 

・「役務取引等費用」は、支払保証料及びＡＴＭ等銀行間支払手数料の増加により前中

間期比６百万円増加しました。 

・「その他業務費用」は、外国為替売買損の増加等により、前中間期比３１百万円増加

しました。 

・「営業経費」は、システム関連減価償却費等の物件費の増加及び人件費の増加により、

前中間期比３億１５百万円増加しました。 
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・「その他経常費用」は、前中間期比３２億７２百万円減少しました。 

要因としては、不良債権処理額が前中間期比３４億５４百万円減少したことが主なも

のです。 

  （業務純益） 

   前中間期での住宅ローン債権の証券化に伴う譲渡益計上の影響により業務粗利益では

前中間期比３９億５百万円減少し、経費は３億１６百万円増加しましたが、一般貸倒引

当金繰入額は前中間期比４億６６百万円減少したため、業務純益では前中間期比３７億

５４百万円（６２．０７％）減少して２２億９４百万円となりました。 

  （経常利益） 

   不良債権処理額は前中間期比３４億５４百万円減少し、株式関係損益が前中間期比５億

６６百万円減少、金銭の信託運用損益が２億２０百万円増加したことなどにより、経常

利益は前中間期比７億１７百万円（３５．３３％）減少して、１３億１２百万円となり

ました。 

  （中間純利益） 

     前中間期においては、特別損失として子会社株式償却を計上したことの影響により、税

引前中間純利益は前中間期比２億１４百万円（２２．１７％）増加して１１億７９百万

円となり、中間純利益は前中間期比３億２１百万円（１０９．９３％）増加して、６億

１３百万円となりました。 

 

２．自己資本比率 

   当中間期末の単体自己資本比率は、前期末比０．２３ポイント上昇し、９．７１％となり

ました。また、連結自己資本比率は、前期末比０．１４ポイント上昇し、９．６８％となり

ました。 

 

３．配 当 

当行は、安定的な配当を継続することを基本方針としております。 

中間配当は従来通り１株につき２円５０銭とする予定であります。 

  中間決算取締役会開催日       平成１８年１１月２４日 

  中間配当支払開始日         平成１８年１２月 ８日 
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４．通期（平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日）の業績見通し 

  「単体」                     （単位：百万円） 

 経常収益 経常利益 当期利益 

１９年３月期（通期） 22,800  2,700  1,500 

   「連結」                     （単位：百万円） 

 経常収益 経常利益 当期利益 

１９年３月期（通期） 23,600  2,600  1,200 

以 上 
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第９９期中（平成１８年９月３０日現在）中間貸借対照表

（単位：百万円）

金　　　額 金　　　額

14,988 688,194

19,153 1,170

10,770 3,000

44 0

10,421 5,000

136,730 7,129

528,618 1,713

462 2,051

8,276 3,404

12,978 711,663

1,657

8,658 11,300

3,404 8,910

△ 14,280 資 本 準 備 金 8,910

8,947

利 益 準 備 金 1,874

その他利益剰余金 7,072

退職給与積立金 62

別 途 積 立 金 5,682

繰越利益剰余金 1,327

△ 24

29,133

△ 949

△ 300

2,336

1,087

30,220

741,884 741,884

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

そ の 他 資 産

現 金 預 け 金

コ ー ル ロ ー ン

商 品 有 価 証 券

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 出 金

買 入 金 銭 債 権

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

預 金

借 用 金

科 目 科 目

資 本 金

資 本 剰 余 金

譲 渡 性 預 金

再評価に係る繰延税金負債

支 払 承 諾

負 債 の 部 合 計

（ 純 資 産 の 部 ）

外 国 為 替

資 産 の 部 合 計

利 益 剰 余 金

株 主 資 本 合 計

その他有価証券評価差額金

純 資 産 の 部 合 計

負債及び純資産の部合計

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

土 地 再 評 価 差 額 金

評価・換算差額等合計

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

社 債

自 己 株 式

そ の 他 負 債

退 職 給 付 引 当 金

繰 延 税 金 資 産

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

外 国 為 替

－41－
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第９９期中

（単位：百万円）

11,683

8,533

( 6,638 )

( 1,716 )

1,272

149

1,727

10,370

783

( 595 )

918

461

5,656

2,551

1,312

1

135

1,179

465

100

613

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

役 務 取 引 等 費 用

（ う ち 預 金 利 息 ）

法人税、住民税及び事業税

法 人 税 等 調 整 額

中 間 純 利 益

平成18年 4月 1日から
平成18年 9月30日まで

 中間損益計算書　　　

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

そ の 他 業 務 収 益

金　　　　　　　　　　　額科　　　　　目

（ う ち 貸 出 金 利 息 ）

（うち有価証券利息配当金）

特 別 損 失

税 引 前 中 間 純 利 益

経 常 利 益

特 別 利 益

そ の 他 業 務 費 用

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

－42－
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退職給与
積立金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

直前事業年度末残高 11,300 8,910 － 8,910 1,829 181 8,582 △ 2,038 8,555 △ 20 28,746

中間会計期間中の変動額

　別途積立金の取崩 △ 2,900 2,900 － －

　剰余金の配当（注） △ 221 △ 221 △ 221

　利益準備金の積立（注） 45 △ 45 － －

　中間純利益 613 613 613

　自己株式の処分

　自己株式の取得 △ 4 △ 4

　退職給与積立金の取崩 △ 119 119 － －

　株主資本以外の項目の中間
　会計期間中の変動額（純額）

中間会計期間中の変動額合計（百
万円）

－ － － － 45 △ 119 △ 2,900 3,365 391 △ 4 387

中間事業年度末残高 11,300 8,910 － 8,910 1,874 62 5,682 1,327 8,947 △ 24 29,133

直前事業年度末残高 241 － 2,336 2,577 －

中間会計期間中の変動額

　別途積立金の取崩 －

　剰余金の配当（注）

　利益準備金の積立（注） －

　中間純利益

　自己株式の処分

　自己株式の取得

　退職給与積立金の取崩

　株主資本以外の項目の中間
　会計期間中の変動額（純額）

△ 1,190 △ 300 － △ 1,490 －

中間会計期間中の変動額合計（百
万円）

△ 1,190 △ 300 － △ 1,490 －

中間事業年度末残高 △ 949 △ 300 2,336 1,087 －

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。

評価・換算差額等

純資産合計

資本金
資本準備

金
その他資本

剰余金
資本剰余
金合計

その他有価
証券評価
差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評
価差額金

評価・換算
差額等合

計

△ 1,103

30,220

－

31,324

△ 221

613

新株予約権

△ 4

△ 1,490

利益剰余
金合計

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年4月1日　至平成18年9月30日）

株主資本合
計

資本剰余金

利益準備
金

自己株式その他利益剰余金

利益剰余金

株　主　資　本

-43-



株式会社　西京銀行

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1. 商品有価証券の評価基準及び評価方法

　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。

2. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社

株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものにつ

いては中間決算日の市場価格等（株式は中間決算期末月１カ月平均）に基づく時価法（売却原価は移動

平均法により算定）、時価のないものについては移動平均法による原価法又は償却原価法により行って

おります。

　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

(2) 　有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券

の評価は、時価法により行っております。また、有価証券運用以外を主目的とする金銭の信託において

信託財産を構成している有価証券の評価は、上記1.及び2.(1)と同じ方法により行っております。

3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

4. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

　有形固定資産は、定率法（ただし、平成１０年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）

については定額法）を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　　建  物　５年～５０年

　　動  産　３年～２０年

(2) 無形固定資産

  無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、行内における利用可能期間（勘定系基幹システム関連については８年、その他は５年）に基づい

て償却しております。

5. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る

債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以

下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収

可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営

破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見

込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必

要と認める額を計上しております。

　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計

上しております。

　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独

立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。

　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び

保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額して

おり、その金額は７，３５５百万円であります。

(2) 退職給付引当金

　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。ま

た、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。

　　　過去勤務債務　　　　その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（１０年）によ

　　　　　　　　　　　　　る定額法により費用処理

　　　数理計算上の差異　　各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（１０年）による
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　　　　　　　　　　　　　定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理

6. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建資産・負債は、主として中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。

7. リース取引の処理方法

　リ－ス物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リ－ス取引については、

通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

8. ヘッジ会計の方法

(ｲ) 金利リスク・ヘッジ

　金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計

基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第２４号。

以下「業種別監査委員会報告第２４号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有

効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等と

ヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価してお

ります。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動

要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。

(ﾛ) 為替変動リスク・ヘッジ

　外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外

貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報

告第２５号。以下「業種別監査委員会報告第２５号」という。）に規定する繰延ヘッジによっておりま

す。

　ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う

為替スワップ取引をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外

貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。

9. 消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税（以下、消費税等という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただ

し、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。

－ 45 －



株式会社　西京銀行

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号平成17年

12月９日）を当中間会計期間から適用しております。

　当中間会計期間末における従来の「資本の部」に相当する金額は３０，５２０百万円であります。

　なお、当中間会計期間における中間貸借対照表の純資産の部については、中間財務諸表等規則及び銀行

法施行規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表等規則及び銀行法施行規則により作成しております。

表示方法の変更

　「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵省令第10号）別紙様式が「無尽業法施行細則等の一部を改正する内

閣府令」（内閣府令第60号平成18年４月28日）により改正され、平成18年４月１日以後開始される事業年

度から適用されることになったこと等に伴い、当中間会計期間から下記のとおり表示を変更しております。

(1) 　「利益剰余金」に内訳表示していた「任意積立金」及び「中間未処分利益」は、「その他利益剰余

金」の「退職給与積立金」、「別途積立金」及び「繰越利益剰余金」として表示しております。

(2) 　純額で繰延ヘッジ損失（又は繰延ヘッジ利益）として「その他資産」（又は「その他負債」）に含

めて計上していたヘッジ手段に係る損益又は評価差額は、税効果額を控除のうえ評価・換算差額等の

「繰延ヘッジ損益」として相殺表示しております。

(3) 　「動産不動産」は、「有形固定資産」「無形固定資産」又は「その他資産」に区分して表示してお

ります。

(4) 　「その他資産」に含めて表示していたソフトウェアは、「無形固定資産」に含めて表示しておりま

す。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

1. 　関係会社の株式及び出資額総額　２，３５５百万円

2. 　貸出金のうち、破綻先債権額は３，３８１百万円、延滞債権額は２３，８５１百万円であります。

  なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本

又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った

部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）

第９６条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であ

ります。

  また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図る

ことを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

3. 　貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は１４百万円であります。

　なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出

金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

4. 　貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は５，６９４百万円であります。

　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の

支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延

滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。

5. 　破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は３２，９４１百万

円であります。

　なお、2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

6. 　手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会

計士協会業種別監査委員会報告第２４号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れ

た商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を

有しておりますが、その額面金額は、９，１１２百万円であります。

7. 　担保に供している資産は次のとおりであります。

　担保に供している資産

　　　有価証券　　　１６，２７３百万円

　　　預け金　　　　　　　　２３百万円

　　　その他の資産（保証金）　３百万円

　担保資産に対応する債務

　　　預金　　　　　　１，７５０百万円

　上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券１９，１２０百万円及びその他の資産８百万円を

差し入れております。

　また、その他資産のうち保証金は２８１百万円であります。

8. 　当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合

に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約で

あります。これらの契約に係る融資未実行残高は、４０，８８６百万円であります。このうち原契約期間が

１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが４０，８８６百万円あります。

　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必

ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金

融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又

は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じ

て不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業

況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

9. 　有形固定資産の減価償却累計額　８，１８１百万円

10. 　有形固定資産の圧縮記帳額  １６７百万円

（当中間会計期間圧縮記帳額　　－百万円）

11. 　借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金３，０００

百万円が含まれております。

－ 47 －



株式会社　西京銀行

12. 　社債には、劣後特約付社債５，０００百万円が含まれております。

13. 　土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を

行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の

部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

　再評価を行った年月日　平成１０年３月３１日

　同法律第３条第３項に定める再評価の方法　　土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公布政令第１１９号）第２条第４号に定める財産評価基本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通達に基づいて、（奥行価格補正、時点修正、近隣売買事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例による補正等）合理的な調整を行って算出

　同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当中間会計期間末における時価の合計額と当該事業用

土地の再評価後帳簿価額の合計額との差額　３，９８１百万円

14. 　取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額　１０百万円

（中間損益計算書関係）

1. 　「その他経常収益」には、株式等売却益９１８百万円、金銭の信託運用益７５１百万円を含んでおります。

2. 　減価償却実施額は下記のとおりであります。

　　建物・動産　３０７百万円

　　その他　　　１１５百万円

3.  「その他経常費用」には、貸出金償却５０百万円、貸倒引当金繰入額１，７７８百万円、株式等償却

５９１百万円及び株式等売却損５５百万円を含んでおります。

4. 「特別損失」には、役員に対する退職金支払額１１９百万円を含んでおります。

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）

自己株式

　普通株式 55 11 － 67

　種類株式 － － － －

　　　合　計 55 11 － 67

前事業年度末株
式数

摘要
当中間会計期間
増加株式数

当中間会計期間
減少株式数

当中間会計期間
末株式数
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                                              (単位 ：百万円）
平成１8年度 平成１7年度 比　　　較 平成１7年度末 比　　　較

中間期末（Ａ） 中間期末（B） （Ａ）－（Ｂ） （要約）（Ｃ） （Ａ）－（Ｃ）

( 資 産 の 部 ）

現 金 預 け 金 14,988 27,834 △ 12,846 29,460 △ 14,472

コ ー ル ロ ー ン 19,153 396 18,757 340 18,813

買 入 金 銭 債 権 10,770 11,225 △ 455 10,997 △ 227

商 品 有 価 証 券 44 113 △ 69 91 △ 47

金 銭 の 信 託 10,421 10,666 △ 245 10,120 301

有 価 証 券 136,730 140,125 △ 3,395 144,655 △ 7,925

貸 出 金 528,618 532,267 △ 3,649 539,736 △ 11,118

外 国 為 替 462 425 37 483 △ 21

そ の 他 資 産 8,276 7,971 305 9,094 △ 818

動 産 不 動 産 - 12,393 - 13,171 -

有 形 固 定 資 産 12,978 - - - -

無 形 固 定 資 産 1,657 - - - -

繰 延 税 金 資 産 8,658 6,425 2,233 7,746 912

支 払 承 諾 見 返 3,404 4,277 △ 873 3,462 △ 58

貸 倒 引 当 金 △ 14,280 △ 12,964 △ 1,316 △ 14,699 419

資 産 の 部 合 計 741,884 741,159 725 754,661 △ 12,777

( 負 債 の 部 ）

預 金 688,194 691,694 △ 3,500 689,725 △ 1,531

譲 渡 性 預 金 1,170 1,350 △ 180 - 1,170

借 用 金 3,000 13 2,987 3,007 △ 7

外 国 為 替 0 0 0 0 0

社 債 5,000 - 5,000 5,000 0

そ の 他 負 債 7,129 5,271 1,858 18,404 △ 11,275

退 職 給 付 引 当 金 1,713 1,697 16 1,686 27

再評価に係る繰延税金負債 2,051 2,051 0 2,051 0

支 払 承 諾 3,404 4,277 △ 873 3,462 △ 58

負 債 の 部 合 計 711,663 706,356 5,307 723,337 △ 11,674

（ 資 本 の 部 ）

資 本 金 - 11,300 - 11,300 -

資 本 剰 余 金 - 8,910 - 8,910 -

資 本 準 備 金 - 8,910 - 8,910 -

利 益 剰 余 金 - 11,484 - 8,555 -

利 益 準 備 金 - 1,785 - 1,829 -

任 意 積 立 金 - 8,764 - 8,764 -

中間（当期）未処分利益 - 935 - △ 2,038 -

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益 - 292 - △ 2,414 -

土 地 再 評 価 差 額 金 - 2,336 - 2,336 -

株 式 等 評 価 差 額 金 - 789 - 241 -

自 己 株 式 - △ 18 - △ 20 -

資 本 の 部 合 計 - 34,803 - 31,324 -

負債及び資本の部合計 - 741,159 - 754,661 -

（ 純 資 産 の 部 ）

資 本 金 11,300 - - - -

資 本 剰 余 金 8,910 - - - -

資 本 準 備 金 8,910 - - - -

利 益 剰 余 金 8,947 - - - -

利 益 準 備 金 1,874 - - - -

そ の 他利 益剰 余金 7,072 - - - -

退 職 給 与 積 立 金 62

別 途 積 立 金 5,682 - - - -

繰 越 利 益 剰 余 金 1,327 - - - -

自 己 株 式 △ 24 - - - -

株 主 資 本 合 計 29,133 - - - -

その他有価証券評価差額金 △ 949 - - - -

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △ 300 - - - -

土 地 再 評 価 差 額 金 2,336 - - - -

評価・換算差額等合計 1,087 - - - -

純 資 産 の 部 合 計 30,220 - - - -
負債及び純資産の部合計 741,884 - - - -

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

比較中間貸借対照表（主要内訳）

科 目
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株式会社　西京銀行

                                        (単位 ：百万円）

比　　　　較 平成17年度

(A - B) （要　約）

経 常 収 益 11,683 15,281 △ 3,598 30,556

資 金 運 用 収 益 8,533 7,842 691 18,186

( う ち 貸 出 金 利 息 ） （ 6,638 ） （ 6,521 ） （ 117 ） （ 13,111 ）

(うち有価証券利息配当金） （ 1,716 ） （ 1,210 ） （ 506 ） （ 4,813 ）

役 務 取 引 等 収 益 1,272 1,441 △ 169 2,997

そ の 他 業 務 収 益 149 4,502 △ 4,353 4,616

そ の 他 経 常 収 益 1,727 1,495 232 4,755

経 常 費 用 10,370 13,251 △ 2,881 32,396

資 金 調 達 費 用 783 743 40 1,375

（ う ち 預 金 利 息 ） （ 595 ） （ 447 ） （ 148 ） （ 904 ）

役 務 取 引 等 費 用 918 912 6 1,824

そ の 他 業 務 費 用 461 430 31 783

営 業 経 費 5,656 5,341 315 10,721

そ の 他 経 常 費 用 2,551 5,823 △ 3,272 17,690

経 常 利 益 1,312 2,029 △ 717 △ 1,839

特 別 利 益 1 41 △ 40 51

特 別 損 失 135 1,106 △ 971 1,108

税引前中間（当期）純利益 1,179 965 214 △ 2,897

法人税、住民税及び事業税 465 1,654 △ 1,189 1,448

法 人 税 等 調 整 額 100 △ 982 1,082 △ 1,931

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益 613 292 321 △ 2,414

比較中間損益計算書(主要内訳）

平成18年度

中間期　（A）

平成17年度

中間期　（B）
科 目
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